
山
梨
県
公
報
　
　
第
四
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三
十
五
号
　
　
令
和
五
年
十
二
月
十
八
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

七
一
一

山
梨
県
公
報

第
四
百
三
十
五
号

令
和
五
年

十
二
月
十
八
日

月　曜　日

目

次

告

示

○
道
路
の
供
用
開
始	

七
一
一

公

告

○
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任	

七
一
一

そ

の

他

○
漁
業
法
に
よ
る
水
産
動
植
物
の
取
扱
い
の
指
示
（
二
件
）	

七
一
一

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
二
百
九
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
六
年
一
月
九
日
ま
で
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
五
年
十
二
月
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 
太 
郎

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

甲
斐
中
央
線

甲
斐
市
名
取
字
中
河
原
三
一
二
番
一

地
先
か
ら

甲
斐
市
富
竹
新
田
字
伊
勢
河
原
一
五

〇
八
番
一
二
地
先
ま
で

　

五
八
六
・
〇

令
和
五
年
十

二
月
二
十
二

日

公　
　
　

告

◉　

土
地
改
良
区
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
徳
島

堰
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
十
二
月
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

就
任

役
職
名
氏
名

住
所

就
任
年
月
日

監
事

荻
野　

敏

南
ア
ル
プ
ス
市
寺
部
二
千
六
十
六
番

地

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日

そ　

の　

他

山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
第
六
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
及
び
第
百
七
十
一
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
、
水
産
動
植
物
の
保
護
を
図
り
、
漁
業
権
の
行
使
を
適
切
に
す
る
た
め
、
オ
オ
ク
チ

バ
ス
漁
業
の
免
許
を
受
け
た
漁
業
協
同
組
合
は
、
当
該
免
許
に
係
る
湖
に
お
け
る
オ
オ
ク
チ
バ
ス
漁
業

に
つ
い
て
次
の
と
お
り
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

令
和
五
年
十
二
月
十
八
日

山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会　

長　
　

宮　
　

崎　
　

淳　
　

一

一　

指
示
の
内
容　

1　

逸
出
防
止
措
置

当
該
湖
外
の
水
系
と
接
続
す
る
水
路
（
流
出
水
路
に
限
る
。
）
と
の
接
続
部
に
、
オ
オ
ク
チ
バ

ス
が
容
易
に
逸
出
で
き
な
い
構
造
の
網
を
三
重
に
施
す
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
水
路
又
は
当
該
水

路
と
当
該
湖
の
接
続
部
に
、
網
に
代
わ
る
十
分
な
逸
出
防
止
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
は
こ

の
限
り
で
な
い
。

2　

取
扱
方
法

オ
オ
ク
チ
バ
ス
の
取
扱
方
法
は
、
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
農
林
水
産
省
・
環
境
省
令
第
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
定
め
ら
れ
た
第
五
種
共
同
漁
業
権
に
係
る
特
例
を
定
め
る
件
（
平
成
十
七
年
農
林
水
産

省
・
環
境
省
告
示
第
五
号
）
第
二
条
第
三
号
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ヘ
及
び
ト
の
例
に
よ
る
こ
と
。
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府
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山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
三
十
五
号
　
　
令
和
五
年
十
二
月
十
八
日

七
一
二

3　

調
査
の
実
施

当
該
湖
に
お
け
る
魚
族
へ
の
影
響
を
定
期
的
に
調
査
す
る
こ
と
。

4　

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
基
づ
く
取
り
組
み
の
実
施
と
報
告

オ
オ
ク
チ
バ
ス
に
頼
ら
な
い
漁
場
管
理
に
向
け
た
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
（
令
和
五
年
八
月
二
十
九
日

山
梨
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
）
に
基
づ
く
取
り
組
み
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ

に
記
載
し
た
項
目
ご
と
の
取
り
組
み
結
果
を
取
り
ま
と
め
た
報
告
書
を
年
度
ご
と
に
四
月
末
ま
で

に
提
出
す
る
こ
と
。

5　

増
殖
量

毎
年
度
の
オ
オ
ク
チ
バ
ス
増
殖
量
は
、
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
記
載
し
た
手
法
別
の
数
量
を
上
限
と

す
る
。
な
お
、
増
殖
量
を
変
更
す
る
場
合
は
委
員
会
と
の
協
議
を
行
う
こ
と
。

二　

指
示
の
期
間

令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
第
七
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
及
び
第
百
七
十
一
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
、
水
産
動
植
物
の
保
護
を
図
る
た
め
、
山
梨
県
内
で
採
捕
さ
れ
た
オ
オ
ク
チ
バ
ス
及

び
ブ
ル
ー
ギ
ル
の
取
扱
い
を
次
の
と
お
り
制
限
す
る
。

令
和
五
年
十
二
月
十
八
日

山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会　

長　
　

宮　
　

崎　
　

淳　
　

一

一　

指
示
の
内
容

山
梨
県
内
に
お
い
て
オ
オ
ク
チ
バ
ス
及
び
ブ
ル
ー
ギ
ル
を
採
捕
し
た
者
は
、
当
該
魚
種
を
採
捕
し

た
河
川
湖
沼
に
こ
れ
を
再
び
放
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
公
的
機
関
が
試
験
研
究
に
供
す
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

二　

指
示
の
区
域

山
梨
県
内
の
公
共
用
水
面
。
た
だ
し
オ
オ
ク
チ
バ
ス
の
場
合
に
限
り
、
山
中
湖
、
河
口
湖
、
西
湖

を
除
く
。

三　

指
示
の
期
間

令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で


